
上記の事項につきましては、法令及び当社定款の規定に基づき、書面交付請求
をいただいた株主様に対して交付する書面（電子提供措置事項記載書面）への
記載を省略しております。

株 主 各 位

第61期定時株主総会の招集に際しての
電子提供措置事項

第61期（2025年３月21日から2026年３月20日まで）

・事業報告
「会計監査人の状況」
「会社の体制及び方針」

・連結計算書類
「連結株主資本等変動計算書」
「連結注記表」

・計算書類
「株主資本等変動計算書」
「個別注記表」

・監査報告
「連結計算書類に係る会計監査報告」
「計算書類に係る会計監査報告」
「監査等委員会の監査報告」
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区 分 支 払 額

① 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 26百万円

② 当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の
合計額 26百万円

会計監査人の状況
(1) 会計監査人の名称

仰星監査法人

(2) 会計監査人に対する報酬等の額

（注）1. 当社と会計監査人との監査契約においては、会社法上の監査に対する報酬等の額と金融商品取引法上
の監査に対する報酬等の額を区分しておらず、かつ実質的にも区分できないことから、上記①の金額
はこれらの合計額を記載しております。

2. 監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠
等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の
判断をいたしました。

(3) 非監査業務の内容
　該当事項はありません。

(4) 当社の会計監査人以外の公認会計士又は監査法人の当社の子会社の計算関係書類監査の状況
　該当事項はありません。

(5) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条に該当すると判断したときは、監査等委員全員
の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
　また、監査等委員会は、会計監査人の職務の遂行に関する事項の整備・運用の状況、監査の方
法及び結果の相当性等を勘案して会計監査人の変更が必要であると判断した場合には、株主総会
に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
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会社の体制及び方針
(1) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を

確保するための体制（内部統制システム）
　当社は下記の通り内部統制の基本方針を決議し、業務の適正を確保するための体制整備を図っ
ております。
① 内部統制システムに関する基本的な考え方
　当社は、法令等順守、資産の保全、財務報告の信頼性確保及び業務の効率性を図るための仕
組みを構築することが、企業価値を継続的かつ着実に高めていくために大切と考え、「内部統
制委員会」を設置し、当社及び子会社（以下、「未来工業グループ」という。）の内部統制の
充実に努めます。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　当社は、取締役の職務の執行に係る文書等は、法令、社内規程に基づき作成し、保存・管理
します。

③ 未来工業グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　当社は、リスク管理規程を定めるとともに、未来工業グループのリスクマネジメント全体を
統括する組織を「内部統制委員会」の機能の一つとし、リスクの洗い出し・評価、重要リスク
の絞り込み・対策等を行い、そのリスクの軽減等に取り組みます。

④ 未来工業グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　当社は、未来工業グループの各社が取締役会等により、重要事項の決定、代表取締役及び取
締役の業務執行状況の監督を行う体制とし、当社の取締役会により、子会社の業務執行状況の
監督等を行います。また、部長会を開催し、重要な情報伝達、リスクの未然防止に努めます。
　業務の運営については、将来の事業環境を踏まえ、中期経営計画及び各年度計画を立案し、
全社的な目標を設定するとともに、リスクマネジメントを推進し、効率的な経営を目指しま
す。
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⑤ 未来工業グループの取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保
するための体制
　当社は、未来工業グループの役職員が法令等を順守するため、「内部統制委員会」を設置す
るとともに、「未来工業グループの行動基準」を制定し、役職員が法令等を順守し業務運営に
当たるよう、各種会議等を通じ、啓蒙し、その徹底を図ります。また、「法令順守規程」を定
め、未来工業グループの役職員からの組織的又は個人的な法令違反行為等に関する相談又は通
報の適正な処理の仕組みを構築し、不正行為等の早期発見と是正を図り、法令等順守の強化に
努めます。

⑥ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
　当社は、子会社の経営については、自主性を尊重しつつ、子会社の経営を側面的に支援する
等の目的で、重要事項については当社の承認事項とします。また、「子会社管理規程」を定
め、子会社の取締役等の職務の執行に係る事項、決算状況等について、定期的かつ継続的に報
告を受ける体制を築き、密接な連携を図ります。また「未来工業グループの行動基準」に基づ
き、未来工業グループ全体の法令等順守が図られるよう体制の整備に努めます。

⑦ 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び使用人の
他の取締役（監査等委員であるものを除く。）からの独立性に関する事項、並びに当該取締
役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
　当社は、監査等委員会がその職務を補助すべき者を置くことを求めた場合、必要な知識・能
力を備えた人員を配置します。監査等委員補助者はその職務に関して、監査等委員会の指揮命
令権を他より優先することとし、取締役（監査等委員であるものを除く。）からの独立性を確
保するため、人事異動、人事評価、懲戒処分等については監査等委員会の同意を必要としてお
ります。
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⑧ 未来工業グループの役職員又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告
をするための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制、及び当該報告をした者が
不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
　監査等委員は、取締役会の他、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、
「内部統制委員会」等の議事録、主要稟議書その他業務執行に関する重要な文書の閲覧、ある
いは必要に応じ未来工業グループの役職員からの説明を求めることができるものとし、説明を
求められた役職員は速やかに適切な報告を行います。また未来工業グループの役職員が、法令
の違反行為等、当社又は子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見した
場合は、直ちに、当社の監査等委員会事務局に報告し、同事務局から監査等委員会に報告する
体制をとります。
　また当社は、監査等委員会事務局に報告を行った未来工業グループの役職員に対し、当該報
告をしたことを理由に不利益な取扱いを行うことを禁止し、その旨を未来工業グループにおい
て周知させます。

⑨ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　監査等委員会は、当社の会計監査人である仰星監査法人との連携及び取締役会等を通じて、
情報共有、意見交換に努め、また必要に応じ、未来工業グループ各社の実効ある監査のため、
監査室、子会社監査役との会合等により、企業集団の意思疎通を図ることができます。また当
社は、監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等の請求をしたとき
は、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又
は債務を処理します。
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(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当事業年度における上記業務の適正を確保するための体制の運用状況のうち主なものは次の通
りです。
① 業務執行の適正について

取締役会を11回開催し、法令等で定められた事項や未来工業グループの中期利益計画及び
各年度計画の策定、設備投資等重要事項について決定し、未来工業グループ各社の業務執行状
況や月次成績の報告、計画の達成状況、経営課題及び対応策について議論を行いました。

② リスクマネジメント体制に関する運用状況
各部署より洗い出された具体的なリスクに基づき、内部統制委員会において、組織を縦断す

るリスクの状況把握、分類、優先度の設定等を行うとともに、具体的対応策の立案及び対応状
況の進捗確認を行いました。
品質リスクについては、原則月１回、品質会議を開催し、当社における品質管理上、品質保
証上の課題の抽出、対応策の立案及び対応状況の進捗確認を行いました。

③ コンプライアンスに対する取り組みの状況
当社及びグループ会社の取締役及び社員に対して、コンプライアンスの重要性の理解とその
順守を推進するため、「未来工業グループの行動基準」、「インサイダー取引Q&A」等の重
要事項について、社内イントラネットを通じて情報発信を行いました。また、当社は、不正行
為等の未然防止・早期発見を目的に、内部統制委員会事務局である監査室(監査等委員会事務
局兼務)に通報・相談窓口を設け、内部統制委員会の指示に従い関連部署が事実調査を行い、
必要に応じて是正処置、再発防止策を講じております。
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④ 監査等委員会に関する運用状況
監査等委員会において定めた「監査等委員会監査等基準」及び「内部統制システムに係る監
査等委員会監査の実施基準」に基づく、監査方針、監査計画、職務の分担に従い、内部監査部
門（監査室）と連携の上、情報の収集及び監査の環境整備に努めております。取締役及び主要
な使用人より職務の執行状況について報告を受け、重要会議の議事録及び主要な決裁書類等を
閲覧する等会社の業務及び財産の状況を調査いたしました。また、会計監査人から監査及びレ
ビュー結果報告の受領及び意見交換等により、監査の適正性を検証しました。
なお、当社は、監査等委員会の職務を補助する使用人１名を置いており、監査等委員会の補

助に当たらせております。

⑤ 内部監査に関する運用状況
内部監査部門（監査室）が、年間の監査スケジュールに基づき当社各部門及びグループ会社

の内部監査を行い、その結果を代表取締役及び監査等委員会に報告しております。

(3) 剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社における剰余金の配当等に関する方針は、2024年３月期から2026年３月期につきまし
ては、利益率向上を図りつつ、株主還元の一層の拡充を目指すこととし、配当性向50％を目安
に配当を実施することとしております。
　当期の剰余金の配当金につきましては、上記方針により、中間配当金は１株につき50円（基
準日：2025年９月20日、支払開始日：2025年11月26日）、期末配当金につきましては１株
につき95円（基準日：2026年３月20日、支払開始日：2026年５月27日）とさせていただき
ました。従いまして、年間配当金は、１株につき145円となり、連結配当性向は49.9％となり
ました。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
（注）本事業報告中の記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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(2025年 3 月21日から
2026年 3 月20日まで)

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

2025年３月21日　残高 7,067 9,904 54,691 △19,805 51,857

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △2,581 △2,581

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 4,696 4,696

自 己 株 式 の 取 得 △1 △1

自 己 株 式 の 処 分 37 37

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 － － 2,115 35 2,150

2026年３月20日　残高 7,067 9,904 56,806 △19,769 54,008

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
非 支 配 株 主
持 分 純 資 産 合 計その他有価証券

評 価 差 額 金
土 地 再 評 価
差 額 金

退職給付に係る
調 整 累 計 額

そ の 他 の 包 括
利益累計額合計

2025年３月21日　残高 651 △600 776 827 728 53,414

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △2,581

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 4,696

自 己 株 式 の 取 得 △1

自 己 株 式 の 処 分 37

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額) 313 △1 302 614 83 697

連結会計年度中の変動額合計 313 △1 302 614 83 2,848

2026年３月20日　残高 965 △602 1,078 1,442 812 56,262

連結株主資本等変動計算書

（単位：百万円）
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建物及び構築物 6～50年
機械装置及び運搬具 4～17年

連　結　注　記　表
１. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 連結の範囲に関する事項
① 連結子会社の数 ７社
　　連結子会社の名称 神保電器株式会社、未来精工株式会社、未来運輸株式会社、未来

技研株式会社、未来化成株式会社、株式会社ミライコミュニケー
ションネットワーク、株式会社アミックスコム

② 主要な非連結子会社の名称等
　　非連結子会社はありません。

(2) 持分法の適用に関する事項
該当事項はありません。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項
すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

(4) 会計方針に関する事項
① 重要な資産の評価基準及び評価方法

(ｲ) 有価証券
満期保有目的の債券…………………償却原価法（定額法）によっております。
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの…時価法によっております。

なお、評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主
として移動平均法により算定しております。

市場価格のない株式等………………移動平均法による原価法によっております。
(ﾛ) 棚卸資産

製品・半製品・原材料・貯蔵品……主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低
下に基づく簿価切下げの方法により算定）によっております。

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法
有形固定資産
　定率法によっております。
　なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
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③ 重要な引当金の計上基準
貸倒引当金………………………………債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収
可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

株式付与引当金…………………………当社従業員に対する将来の当社株式の給付に備えるため、株式交
付規程に基づき、従業員に割り当てられたポイントに応じた株式
の給付見込額を基礎として計上しております。

役員株式付与引当金……………………当社取締役に対する将来の当社株式の給付に備えるため、役員株
式交付規程に基づき、取締役に割り当てられたポイントに応じた
株式の給付見込額を基礎として計上しております。

役員退職慰労引当金……………………役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給
額を計上しております。

④ 退職給付に係る会計処理の方法
退職給付見込額の期間帰属方法

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。

数理計算上の差異の費用処理方法
　数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の
一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理
しております。

未認識数理計算上の差異の会計処理方法
　未認識数理計算上の差異については、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他の包括利益累
計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。
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⑤ 重要な収益及び費用の計上基準
　当社グループは、電材及び管材、配線器具の製造及び販売を主な事業としており、顧客に対して当該
商品又は製品を引き渡す履行義務を負っております。商品及び製品の販売については、商品又は製品を
納品した時点で約束した財又はサービスの支配が顧客に移転したと判断し、当該財又はサービスと交換
に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。ただし、商品又は製品の国内の販
売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である
場合には、出荷時に収益を認識しております。また、一部連結子会社においては、請負契約等につい
て、一定の期間にわたり充足される履行義務は、履行義務の充足に係る進捗率を見積り、当該進捗度に
基づき収益を一定の期間にわたり認識しております。
　一定期間にわたり履行義務が充足される契約等のうち、履行義務の充足に係る進捗度の合理的な見積
ができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合、原価回収基準にて収益を認識しており
ます。なお、期間がごく短い又は金額的重要性が乏しい契約等については、完全に履行義務を充足した
時点で収益を認識しております。
　収益は顧客との契約において約束された対価から値引き、リベート及び返品等を控除した金額で測定
しております。なお、顧客への財又はサービスの提供における役割が代理人に該当する取引について
は、当該対価の総額から他の当事者に支払う額を控除した純額で収益を認識しております。

２. 追加情報
（従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引）
　当社は、当社従業員の帰属意識の醸成や経営参画意識を持たせ、長期的な業績向上や株価上昇に対する意
欲や士気の高揚を図るとともに、中長期的な企業価値向上を図ることを目的として、従業員インセンティ
ブ・プラン「株式付与ＥＳＯＰ信託」を導入しております。
(1）取引の概要
　当社が当社従業員のうち一定の要件を充足する者を受益者として、当社株式の取得資金を拠出することに
より信託を設定します。当該信託は予め定める株式交付規程に基づき当社従業員に交付すると見込まれる数
の当社株式を、当社から取得します。その後、当該信託は、株式交付規程に従い、信託期間中の従業員の勤
続年数に応じた当社株式を、退職時に無償で従業員に交付します。当該信託により取得する当社株式の取得
資金は全額当社が拠出するため、従業員の負担はありません。
(2）信託に残存する自社の株式
　信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により純資産の部に自己
株式として計上しております。当連結会計年度における当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、1,914百万
円、991千株であります。

（当社取締役に対する株式報酬制度について）
　当社は、2023年５月15日開催の取締役会及び同年６月15日開催の第58期定時株主総会の決議に基づき、
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当社取締役（社外取締役、監査等委員であるもの及び国内非居住者を除きます。以下「対象取締役」といい
ます。）を対象に、中長期的な業績向上と企業価値の最大化への貢献意識を高めることを目的として、当社
株式を報酬として交付する株式報酬制度「役員報酬ＢＩＰ信託」を導入しております。
(1）取引の概要
　当社は、第58期定時株主総会で承認を受けた範囲内で、対象取締役に対する報酬の原資となる金銭を信託
し、対象取締役を受益者とする信託を設定します。当該信託は、拠出された金銭を原資として当社株式を当
社から取得します。なお、当該信託が取得する株式数は、第58期定時株主総会で承認を受けた範囲内となり
ます。その後、当該信託は、株式交付規程に従い、信託期間中の対象取締役の役位に応じた当社株式を退任
時に交付します。
(2）信託に残存する自社の株式
　信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により純資産の部に自己
株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、当連結会計年度183百万円、56千株
であります。
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(1) 担保に供している資産 建物及び構築物 143百万円
土地 63百万円

計 206百万円
担保資産に対応する債務 １年内返済予定の長期借入金 25百万円

計 25百万円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 55,014百万円

建物及び構築物 1,332百万円
機械装置及び運搬具 263百万円
土地 82百万円
その他の有形固定資産 50百万円

受取手形割引高 3百万円
電子記録債権割引高 10百万円

３. 連結貸借対照表関係

(3) 当連結会計年度までに、国庫補助金等により取得価額から控除した固定資産の圧縮記帳額
有形固定資産

(4) 手形割引高及び電子記録債権割引高

(5) 土地の再評価
　土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行
い、「土地再評価差額金」を純資産の部に計上しております。

再評価の方法………………………………土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令
第119号）第２条第４号に定める地価税法（平成３年法律第69
号）第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土
地の価額に、合理的な調整を行って計算しております。

再評価を行った年月日……………………2002年３月20日
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退職給付債務の期首残高 4,841百万円
勤務費用 179
利息費用 81
数理計算上の差異の発生額 △327
退職給付の支払額 △126

退職給付債務の期末残高 4,648

年金資産の期首残高 6,347百万円
期待運用収益 69
数理計算上の差異の発生額 224
事業主からの拠出額 162
退職給付の支払額 △107

年金資産の期末残高 6,697

(6) 退職給付債務等の金額
① 採用している退職給付制度の概要

　当社及び連結子会社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度及び確定拠
出制度を採用しております。
　確定給付企業年金制度(すべて積立型であります。)では、給与と勤務期間に基づいた一時金または年金
を支給します。
　退職一時金制度(非積立型ですが、一部、中小企業退職金共済制度を利用しております。)では、退職給
付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給します。
　なお、一部の連結子会社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費
用を計算しております。

② 確定給付制度
(ｲ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表((ﾊ)に掲げられた簡便法を適用した制度を除く)

(ﾛ) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表((ﾊ)に掲げられた簡便法を適用した制度を除く)
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退職給付に係る負債の期首残高 196百万円
退職給付費用 22
退職給付の支払額 △8
制度への拠出額 △6

退職給付に係る負債の期末残高 204

積立型制度の退職給付債務 4,396百万円
年金資産 △6,814

△2,418
非積立型制度の退職給付債務 574
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △1,844

退職給付に係る負債 667
退職給付に係る資産 △2,511
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △1,844

勤務費用 179百万円
利息費用 81
期待運用収益 △69
数理計算上の差異の費用処理額 △113
簡便法で計算した退職給付費用 22
確定給付制度に係る退職給付費用 100

(ﾊ) 簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

(ﾆ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給
付に係る資産の調整表

(ﾎ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
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債券 35％
一般勘定 25
特別勘定 16
株式 13
その他 11

合　計 100

(ﾍ) 年金資産に関する事項
年金資産の主な内訳
　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次の通りであります。

(ﾄ) 数理計算上の計算基礎に関する事項
　当連結会計年度末における主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表わしております。）
　割引率　2.4％
　長期期待運用収益率　1.1％

③ 確定拠出制度
　連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、39百万円であります。
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当 連 結 会 計 年 度
期首株式数(千株)

当 連 結 会 計 年 度
増加株式数(千株)

当 連 結 会 計 年 度
減少株式数(千株)

当連結会計年度末
株 式 数 ( 千 株 )

発 行 済 株 式

普 通 株 式 25,607 － － 25,607

合 計 25,607 － － 25,607

自 己 株 式

普 通 株 式 ( 注 ) 9,464 0 19 9,445

合 計 9,464 0 19 9,445

４. 連結株主資本等変動計算書関係
(1) 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注）１. 普通株式の自己株式の当連結会計年度末の株式数には、株式付与ＥＳＯＰ信託口が所有する当社株式
991千株、役員報酬ＢＩＰ信託口が所有する当社株式56千株が含まれております。

２. 普通株式の自己株式の株式数の増加０千株は、単元未満株式の買取りによる増加０千株によるもので
あります。

３. 普通株式の自己株式の株式数の減少19千株は、株式付与ＥＳＯＰ信託口から株式交付対象者への交
付による減少19千株によるものであります。
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（ 決 議 ） 株式の種類 配当金の総額
(百万円)

１ 株 当 た り
配 当 額 ( 円 ) 基 準 日 効 力 発 生 日

2025年 5 月12日
取 締 役 会 普 通 株 式 1,721 100 2025年 3 月20日 2025年 5 月27日

2025年10月23日
取 締 役 会 普 通 株 式 860 50 2025年 9 月20日 2025年11月26日

（ 決 議 ） 株式の種類 配当金の総額
(百万円) 配当の原資 １株当たり

配当額(円) 基 準 日 効 力 発 生 日

2026年5月11日
取 締 役 会 普 通 株 式 1,634 利益剰余金 95 2026年 3 月20日 2026年 5 月27日

(2) 配当に関する事項
① 配当金支払額

（注）１. 2025年５月12日取締役会の決議による配当金の総額には、株式付与ＥＳＯＰ信託口が所有する当社
株式に対する配当金101百万円及び役員ＢＩＰ信託口が所有する当社株式に対する配当金５百万円が含
まれております。

２. 2025年10月23日取締役会の決議による配当金の総額には、株式付与ＥＳＯＰ信託口が所有する当
社株式に対する配当金49百万円及び役員ＢＩＰ信託口が所有する当社株式に対する配当金2百万円が含
まれております。

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（注）配当金の総額には、株式付与ＥＳＯＰ信託口が所有する当社株式に対する配当金94百万円、役員報酬Ｂ
ＩＰ信託口が所有する当社株式に対する配当金５百万円が含まれております。
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５. 金融商品関係
(1) 金融商品の状況に関する事項

当社グループは、資金運用については短期的な預金等を中心としており、一部の余剰資金は安全性の高い
長期預金等で運用を行っております。資金調達については銀行からの借入金を主としております。

営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、債権管
理規程等に従い、主要な得意先の状況を把握し与信限度を設定しております。

有価証券は、格付けの高い金融商品のみを対象としており、信用リスクは僅少であります。
投資有価証券のうち市場価格のない株式等以外のものは、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、

定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し、保有状況の見直しを行っております。
長期預金は、元本が円建てであり、満期日において元本金額が全額支払われる安全性の高いものであり、

この長期預金による運用限度額は取締役会において決定し、その限度額の範囲内で、経理部が実行及び管理
を行っており、元本を毀損するリスクのある長期預金での運用は行っておりません。

営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、そのほとんどが４ヶ月以内の支払期日でありま
す。

長期借入金は、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、固定金利による契約とし
ております。

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が
含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用す
ることにより、当該価額が変動することがあります。
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連結貸借対照表計上額
(百万円)

時　価
(百万円)

差　額
(百万円)

(1) 有価証券及び投資有価証券

満期保有目的の債券 999 998 △0

その他有価証券 2,193 2,193 －

(2) 長期預金 4,000 2,917 △1,082

(3) 長期借入金(注)2. 138 138 △0

区分 連結貸借対照表計上額（百万円）

非上場株式 36

(2) 金融商品の時価等に関する事項
2026年３月20日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りでありま

す。なお、市場価格のない株式等は含まれておりません。（(注)１．参照）
また、「現金及び預金」、「受取手形、売掛金及び契約資産」、「電子記録債権」、「支払手形及び買掛

金」、「電子記録債務」、「短期借入金」、「未払法人税等」は、現金であること及び短期間で決済される
ため時価が帳簿価額と近似することから、注記を省略しております。

また、「有価証券」に含まれる合同運用指定金銭信託500百万円についても短期間で決済されるため時価
が帳簿価額と近似するものであることから、注記を省略しております。

（注）１. 市場価格のない株式等

２. 長期借入金には、１年内返済予定の長期借入金を含んでおります。

(3) 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベル

に分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時

価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算

定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ

れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
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時価（百万円）
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

有価証券及び投資有価証券
その他有価証券

株式 2,016 － － 2,016
投資信託 － 176 － 176

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

有価証券及び投資有価証券

満期保有目的の債券 － 998 － 998

長期預金 － 2,917 － 2,917

長期借入金(※) － 138 － 138

① 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
有価証券及び投資有価証券
　上場株式は取引所の価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、
その時価をレベル１の時価に分類しております。
　投資信託は市場における取引価格が存在しないことから、基準価額等によっており、レベル２の時価
に分類しております。

② 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

（※）長期借入金には、１年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

有価証券及び投資有価証券
　満期保有目的の債券は、取引金融機関から入手した時価によっており、レベル２の時価に分類してお
ります。
長期預金
　取引金融機関から入手した時価によっており、レベル２の時価に分類しております。
長期借入金
　元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定し
ており、レベル２の時価に分類しております。
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報告セグメント その他
（注） 合計

電材及び管材 配線器具 計

収益の認識時期

一時点で移転される財 34,733 8,037 42,771 1,041 43,812

一定の期間にわたり移転さ
れる財 － － － 1,860 1,860

顧客との契約から生じる収益 34,733 8,037 42,771 2,902 45,673

その他の収益 － － － － －

外部顧客への売上高 34,733 8,037 42,771 2,902 45,673

６. 収益認識
(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：百万円）

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、省力化機械及び樹脂成形用金
型事業、電気通信事業、ケーブルテレビ事業等を含んでおります。

(2) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項」の

「(4)会計方針に関する事項　⑤重要な収益及び費用の計上基準」に記載の通りであります。
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当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権(期首残高) 6,808

顧客との契約から生じた債権(期末残高) 6,504

契約資産(期首残高) 72

契約資産(期末残高) 43

契約負債(期首残高) 84

契約負債(期末残高) 64

１株当たり純資産額 3,430円96銭
１株当たり当期純利益 290円73銭

(3) 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
① 契約資産及び契約負債の残高等

（単位：百万円）

契約資産は、顧客との契約について進捗度に応じて一定期間にわたり認識した収益にかかる未請求売掛
金であります。契約資産は、顧客の検収時に顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。
契約負債は、顧客との契約について契約条件に基づき顧客から受け取った前受金に関するものでありま
す。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。当連結会計年度において認識した収益のうち、期
首の契約負債残高に含まれていたものは、84百万円であります。

② 残存履行義務に配分した取引価格
当社グループにおいては、当初に予想される契約期間が１年を超える重要な取引がないため、実務上の
便法を適用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。
また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。

７. １株当たり情報

（注）１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数及び１株当たり当期純利益の算定上の基
礎となる普通株式の期中平均株式数については、株式付与ＥＳＯＰ信託口及び役員報酬ＢＩＰ信託口が
所有している当社株式を控除対象の自己株式に含めて算定しております。

８. 重要な後発事象
該当事項はありません。

（注）金額表示については、百万円未満の端数を切り捨てております。
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(2025年 3 月21日から
2026年 3 月20日まで)

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本
合 計資 本

準 備 金
そ の 他
資 本
剰 余 金

資 本
剰 余 金
合 計

利 益
準 備 金

そ の 他 利 益
剰 余 金 利 益

剰 余 金
合 計別 途

積 立 金
繰越利益
剰 余 金

2025年３月21日　残高 7,067 8,736 2,596 11,332 962 19,760 23,678 44,401 △19,805 42,996

事 業 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △2,581 △2,581 △2,581

当 期 純 利 益 3,703 3,703 3,703

自 己 株 式 の 取 得 △1 △1

自 己 株 式 の 処 分 37 37

株主資本以外の項目の
事 業 年 度 中 の 変 動 額
( 純 額 )

事業年度中の変動額合計 － － － － － － 1,122 1,122 35 1,157

2026年３月20日　残高 7,067 8,736 2,596 11,332 962 19,760 24,800 45,523 △19,769 44,154

評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産 合 計そ の 他 有 価 証 券

評 価 差 額 金 土地再評価差額金 評価・換算差額等
合 計

2025年３月21日　残高 570 △600 △29 42,966

事 業 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △2,581

当 期 純 利 益 3,703

自 己 株 式 の 取 得 △1

自 己 株 式 の 処 分 37

株主資本以外の項目の
事 業 年 度 中 の 変 動 額
( 純 額 )

282 △1 281 281

事業年度中の変動額合計 282 △1 281 1,439

2026年３月20日　残高 853 △602 251 44,406

株主資本等変動計算書

（単位：百万円）
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建物 12～50年
機械及び装置 8～17年

個　別　注　記　表
１. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式…………………………………移動平均法による原価法によっております。
満期保有目的の債券………………………償却原価法（定額法）によっております。
その他有価証券
①　市場価格のない株式等以外のもの……時価法によっております。

なお、評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定しております。

②　市場価格のない株式等…………………移動平均法による原価法によっております。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
製品・半製品・原材料・貯蔵品…………移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法により算定）によっております。

(3) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産
　定率法によっております。
　なお、主な耐用年数は以下の通りであります。

(4) 引当金の計上基準
貸倒引当金…………………………………債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収
可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

退職給付引当金……………………………従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付
債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均
残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按
分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しておりま
す。

株式付与引当金……………………………当社従業員に対する将来の当社株式の給付に備えるため、株式交
付規程に基づき、従業員に割り当てられたポイントに応じた株式
の給付見込額を基礎として計上しております。
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役員株式付与引当金………………………当社取締役に対する将来の当社株式の給付に備えるため、役員株
式交付規程に基づき、取締役に割り当てられたポイントに応じた
株式の給付見込額を基礎として計上しております。

(5) 退職給付に係る会計処理
　退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処理の方法は、連結計算書類における会計処
理の方法と異なっております。

(6) 重要な収益及び費用の計上基準
　当社は、電材及び管材の製造及び販売を主な事業としており、顧客に対して当該商品又は製品を引き渡
す履行義務を負っております。商品及び製品の販売については、商品又は製品を納品した時点で約束した
財が顧客に移転したと判断し、当該財と交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしてお
ります。ただし、商品又は製品の国内の販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転
される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
　収益は顧客との契約において約束された対価から値引き、リベート及び返品等を控除した金額で測定し
ております。なお、顧客への財又はサービスの提供における役割が代理人に該当する取引については、当
該対価の総額から他の当事者に支払う額を控除した純額で収益を認識しております。

２. 追加情報
　連結注記表「２．追加情報」に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しております。
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(1) 有形固定資産の減価償却累計額 49,537百万円

建物 661百万円
機械及び装置 145百万円
土地 60百万円
その他の有形固定資産 94百万円

(3) 関係会社に対する金銭債権債務 短期金銭債権 80百万円
短期金銭債務 648百万円

(4) 取締役に対する金銭債務 29百万円

関係会社との取引高 売上高 253百万円
仕入高 1,327百万円
販売費及び一般管理費 1,927百万円
営業取引以外の取引高 6百万円

当 事 業 年 度 期 首
株 式 数 ( 千 株 )

当 事 業 年 度 増 加
株 式 数 ( 千 株 )

当 事 業 年 度 減 少
株 式 数 ( 千 株 )

当 事 業 年 度 末
株 式 数 ( 千 株 )

普通株式（注） 9,464 0 19 9,445

合 計 9,464 0 19 9,445

３. 貸借対照表関係

(2) 当事業年度までに、国庫補助金等により取得価額から控除した固定資産の圧縮記帳額
有形固定資産

４. 損益計算書関係

５. 株主資本等変動計算書関係
自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注）１. 普通株式の自己株式の当事業年度末の株式数には、株式付与ＥＳＯＰ信託口が所有する当社株式991
千株、役員報酬ＢＩＰ信託口が所有する当社株式56千株が含まれております。
２. 普通株式の自己株式の株式数の増加０千株は、単元未満株式の買取りによる増加０千株によるもので
あります。
３. 普通株式の自己株式の株式数の減少19千株は、株式付与ＥＳＯＰ信託口から株式交付対象者への交
付による減少19千株によるものであります。
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繰延税金資産
棚卸資産 137百万円
減価償却資産 296百万円
減損損失 174百万円
投資有価証券 86百万円
関係会社株式 152百万円
未払費用 290百万円
退職給付引当金 180百万円
株式付与引当金 386百万円
その他 324百万円
繰延税金資産小計 2,028百万円
評価性引当額 △626百万円
繰延税金資産合計 1,401百万円
繰延税金負債
前払年金費用 △334百万円
資産除去債務に対応する除去費用 △28百万円
その他有価証券評価差額金 △318百万円
その他 △2百万円
繰延税金負債合計 △684百万円
繰延税金資産の純額 717百万円

再評価に係る繰延税金資産 229百万円
評価性引当額 △229百万円
再評価に係る繰延税金資産合計 －百万円
再評価に係る繰延税金負債 △62百万円
再評価に係る繰延税金資産の純額 △62百万円

６. 税効果会計関係
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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種 類 会社等の名称 議決権等の所有
(被所有)割合(％)

関連当事者との
関 係 取引の内容 取引金額

(百万円) 科 目 期末残高
(百万円)

子会社

未来精工株式会社 所有 100.0　
当社が使用する
金型等の購入
役員の兼務２名

金型等の購入
(注)２． 1,292 その他の

流動負債 344

未来技研株式会社 所有 100.0　
当社が使用する
設備の保守等
役員の兼務２名

設備の保守等
(注)２． 669 その他の

流動負債 33

１株当たり純資産額 2,747円60銭
１株当たり当期純利益 229円28銭

７. 関連当事者との取引関係

（注）１. 期末残高には消費税等が含まれております。
２. 取引条件及び取引条件の決定方針等
　金型等の購入及び設備の保守等については、市場価格等を勘案し、価格交渉の上、決定しておりま
す。

８. 収益認識
　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、個別注記表「１．重要な会計方針
（６）重要な収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しておりま
す。

９. １株当たり情報

（注）１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数及び１株当たり当期純利益の算定上の基
礎となる普通株式の期中平均株式数については、株式付与ＥＳＯＰ信託口及び役員報酬ＢＩＰ信託口が
所有している当社株式を控除対象の自己株式に含めて算定しております。

１０. 重要な後発事象
該当事項はありません。

（注）金額表示については、百万円未満の端数を切り捨てております。
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指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 淺 井 　 孝 孔
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 木 全 　 泰 之

独立監査人の監査報告書
2026年５月８日

未 来 工 業 株 式 会 社
取締役会　御中

仰星監査法人
名古屋事務所

　監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、未来工業株式会社の2025年３月21日から2026年３月20日ま
での連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注
記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、未来
工業株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点
において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における
職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示すること
にある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を
監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内
容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、その
ような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に係る会計監査報告



連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかど
うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類
に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠
に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる
取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入
手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲
に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。　監査人は、監査等委員会に対して、計画し
た監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及
び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又
は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行
う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。
以 上



指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 淺 井 　 孝 孔
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 木 全 　 泰 之

独立監査人の監査報告書
2026年５月８日

未 来 工 業 株 式 会 社
取締役会　御中

仰星監査法人
名古屋事務所

　監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、未来工業株式会社の2025年３月21日から
2026年３月20日までの第61期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し
開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その
他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類に係る会計監査報告



計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し

た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。

　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対
応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している
場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上



監査等委員 磯 部 隆 英 ㊞
監査等委員 竹 内 裕 美 ㊞
監査等委員 増 成 邦 彦 ㊞
監査等委員 弓 削 幸 恵 ㊞

監　査　報　告　書
当監査等委員会は、2025年３月21日から2026年３月20日までの第61期事業年度における取締役の職務の執行につ

いて監査いたしました。その方法及び結果について以下の通り報告いたします。

１. 監査の方法及びその内容
　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決
議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について
定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施いたしました。
①　監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、監査室と連携の上、情
報の収集及び監査の環境整備に努めるとともに、取締役及び主要な使用人等からその職務の執行に関する事項の報告
を受け、必要に応じて説明を求め、重要な会議の議事録及び主要な決裁書類等を閲覧し、会社の業務及び財産の状況
を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必
要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人か
らその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が
適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理
基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。なお、監査上
の主要な検討事項については、会計監査人仰星監査法人と協議を行うとともに、その監査の実施状況について報告を
受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資
本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主
資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２. 監査の結果
（1）事業報告等の監査結果
①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③　内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関す
る事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人仰星監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人仰星監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年５月８日
未来工業株式会社　監査等委員会

（注）監査等委員は４名全員、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する社外取締役であります。

監査等委員会の監査報告

以　上


